
1 はじめに

19世紀半ば以降始まった工業化によってロシアでは多数の女性が工場で

労働するようになった。とりわけ 19世紀末―20世紀初頭に、綿工業や織物

製造業などにおいて女性労働者の人数が急激に増加した。それと同時に労働、

ケアと家事という二重負担の問題が顕著化する。二重負担の特徴は、公的領

域における労働のみならず、私的領域においても家事などの無償労働を行う

ことである。殊にケア活動である育児を行うことは働いている女性にとって

次第に大きな問題となってくる。労働と育児との両立が難しかったため、児

童死亡率が高まった。また過酷な労働環境によって女性は健康を損なった。

さらに未成年の男女の労働者の雇用率が高ま
( 1 )

った。1917年 10月革命は、そ

うした社会事情を変革するための転換期となる。

1917年 10月革命から 1920年代の初期ソビエトの取り組みは、すべての

女性の社会的地位を向上させ、二重負担を軽くしようとする試みであった。

女性の経済的な自立は共産主義において大前提であった。ボリシェビキは女

性を労働者階級に包摂すべく革命直後に法的な制度の導入を試みた。女性が

育児による経済的なペナルティを受けることなく男性と同様に働き、賃金も

男性と同等になるように取り組んだ。そこで、女性の労働時間と条件を改善

するために母性保護の制度を導入することが課題となってきた。

母性保護とは女性が有している妊娠や出産、授乳の母体機能を損なわない

ように、労働時間の制限や深夜業のような危険有害業務への就業禁止など、

女性労働者を保護することである。母性保護は深い歴史を有して
( 2 )

いる。20

世紀初頭以降、ロシア人のアレクサンドラ・コロン
( 3 )

タイ（以下はコロンタイ）
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は母性保護に熱心に取り組んでいた。

コロンタイは母性保護の代表的な思想家であり活動家で
( 4 )

ある。10月革命

直後に政府に入り国家保護人民委員となったコロンタイは、母性保護制度を

導入することで女性が経済的・社会的に男性と平等な社会を構築するために

取り組んでいた。

とはいえ、ジェンダー問題を射程に入れる今日のロシアの家族政策論と家

族論では、コロンタイの役割は十分に検証されていない。まずロシアの先行

研究として社会政策の歴史を検証するドリードヴィチとカーツィナ［Долидо

вич et al., 2013, 255-276］は、第 1次資料と第 2次資料に基づいて初めてコロ

ンタイの国家保護人民委員に焦点を当てる。そして、コロンタイが様々な活

動において母性保護を優先していたと評価している［Долидович et al., 2013,

273］。ロシア家族政策の研究者であるチェルノーヴァ［Чернова, 2013, 110-111］

は、コロンタイの下での母性と社会による養育・教育の取り組みの意図と、

1917年に「国家後見の民衆委員会」が創立したことの意味を指摘する。家

族学の研究者であるガヴローフ［Гавров, 2009］は、ソビエト期の家族の変革

の特徴を説明し、女性問題に取り組んだアルマンドとコロンタイに関してわ

ずかに言及している［Гавров, 2009, 90-91］。

またソビエトの女性と社会状況を研究する欧米の研究者 W. Goldman

［1993］は、コロンタイの家族と女性の社会地位をめぐる思想に少し触れて

いるが、国家保護人民委員であるコロンタイによる母性保護のための活動に

ついては検証していない。J. Lokaneetaの研究では母性保護に関してコロン

タイの多くの思想が実現したという言及にとどまり、具体的な分析が行われ

ていない［2001, 1409-1410］。N. Nooan［1991］はコロンタイとクルプスカヤ

の思想を比較しているものの、国家保護人民委員であったコロンタイの活動

に関して述べていない。日本では、保育政策やコロンタイの自由恋愛に関す

るいくつかの研究が
( 5 )

ある。しかし、母性をめぐる思想と 1917-1918年のソビ

エト社会政策との関連に関しては明確になっていない。このようにコロンタ

イの下での母性保護の取り組みは未だ分析の余地がある。母性保護に関して

どのような思想があったか、具体的に何が実現したかを検証する必要がある。

ロシアにおいて家族政策がどのように形成されたかという研究によって、

コロンタイが果たした役割とその成果を再考することは有効であろう。なぜ

ならコロンタイの下でロシア社会政策における母性保護が形成し始め、今日
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のロシアの現金給付制度と規制は初期ソビエト家族政策に由来しているから

である。例えば、2014年に策定された『2025年までのロシア家族政策コン

セプト』［Концепция.., 2014, 10］では、母性による経済的なペナルティの効果

を低減する政策の意図が挙げられる。3歳未満の子どもを育てる女性を雇う

企業の支援、入学にあたって特定の権利を提供すること［Концепция.., 2014,

11-12］などである。有給休暇の制度も今日のロシアにおいて受け継がれ、

休暇の期間は産前産後にそれぞれ 10週間となっている。

本稿では政策の成立
( 6 )

経緯の検証を行いたい。本研究の目的は、初期ソビエ

ト家族政策における母性保護の政策の形成とその実施を検証することである。

そのために本稿の 2.では『社会と母性』に焦点を当てコロンタイの母性保

護の政策提案を概観する。本研究は主としてコロンタイが執筆したものと法

律及び統計データ集からなる第 1次
( 7 )

資料を用いる。3.では国家保護人民委員

であったコロンタイの政策の実施プロセスを検証し考察を進める。

2 母性保護をめぐるコロンタイの主張点：『社会と母性』を事例に

（1） コロンタイの『社会と母性』の特徴

『社会と母性』の特徴を明らかにするためにまず帝政ロシアの事情を述べ

たい。

工業化に伴い、就業可能な年齢の人々にとって、心身に何らかの問題が生

じた場合健全な生活ができなくなるという社会的リスクが 20世紀初頭以降

増大した。帝政ロシアにおいて、その社会的リスクの保護としての政策は 2

種類あった。それは第 1に、主に教会によって行われた慈善活動と、第 2に

1912年に導入された社会保険であった。1922年出版の『ソビエト政権の 5

年』によると、労働者の社会保険の特徴は以下のとおりである。すなわち、

給付金の低さ、加入者が人口の 20％にとどまっていたこと、そして失業や

老齢などの保険がなくそもそも保険の種類が非常に少なかったことである

［Пять лет власти советов, 1922］。ロシアの社会保障の歴史的展開を検討してい

るシドーリナ［Сидорина, 2010, 238］によると、1912年まで国家給付制度は軍

人と官僚だけにとどめられており、1912年の社会保険法以降も社会保険制

度に加入できたのは第 2次産業で働く 250万人だけであった。このように、
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10月革命以前は社会保険制度が不十分であったことがわかる。

1913年にコロンタイはロシア第 3国会の議員団から母性と社会保護に関

する研究の要請を受ける［Коллонтай, 1970, 12］。コロンタイはイギリスに留

学した約 3年の間に研究を行い、ビスマルクの保険制度をはじめ、イギリス

の工場における女性問題と社会制度の資料を徹底的に調べていた。その上で、

欧米の社会保護が帝政ロシアと同様に不十分であると、コロンタイは批判し

ている。両者の共通点は資本主義である。資本主義の下では正真正銘の女性

解放は不可能であり、貴族階級の女性だけが豊かな生活を送ることができる。

コロンタイによれば、資本主義に対して社会主義は、男女を問わず労働者階

層を重要視する思想であるため、女性の二重負担問題を解消するための唯一

の方法である。

とはいっても、コロンタイには欧米の思想的影響があった。例えば、1908

年の『女性問題の社会基礎』では、コロンタイはドーンケルとブラウンの思

想を取り上げている［Коллонтай, 1908, 229-233］。ドーンケルによれば、女性

と男性は平等に母性保険用の保険料を払わなければならない。ブラウンは、

産前産後の各 8週間の有給休暇の導入を主張していた。他にも、ジュール・

シモン、ベルギーのルイ・フランク、イタリアのパウリーナ・シフ、スウェ

ーデンのエレン・ケイなど欧米の思想家をコロンタイは『社会と母性』で列

挙する［Коллонтай, 1971, 163］。そのリストの中で、現代の社会学では母性保

護の思想で有名なエレン・ケイが際立っている。1907年の『恋愛と婚姻』

でエレン・ケイは、母性からの解放と女性の経済的な自立を述べる［Кэй,

1907, 193-195］。同様の思想はコロンタイの論文や書籍にも確認で
( 8 )

きる。つま

りケイなどの欧米の思想家がコロンタイに影響を与えたことは確かである。

コロンタイはイギリスの留学を経た後 1915年に『社会と母性』を完成さ

せ、1916年に出版する。『社会と母性』に関する
( 9 )

評価は様々であるが、本研

究ではコロンタイの母性をめぐる思想と政策提案を確認するために彼女の論

文と著書の中でも『社会と母性』を最適なものと考える。『社会と母性』で

はコロンタイの女性の社会地位や母性をめぐる思想だけでなく、具体的にど

のような取り組みが必要か、課題は何であるかなどが明記されているためで

ある。母性をめぐる思想と政策提案の提示は『社会と母性』の特徴である。

『社会と母性』は、1916 年と 1921 年に 2 度出版されている。本稿では

1921年版に焦点を当てる。その理由は、第 1に内容が 1916年版とほとんど
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変わっていないこと、第 2に 1921年の前書きにコロンタイの新たな評価が

追加されているからである。『社会と母性』の第 6章「労働者である母親の

保護」という節では、コロンタイは欧米の法律と制度を批判し、「ソビエト

ロシア以外では他の欧米の国は妊婦の労働を一切禁止していない」と革命後

のロシアの母性保護の取り組みを評価している［Коллонтай, 1921］。

最後に、構成について述べたい。1921年の著作の構成は、7つの章と付録

の 2つの表から成り立っており、全部で 265頁である。構成は以下のとおり

である。第 1章「国家的母性保護制の導入の根拠」、第 2章「出生率の低下

と児童死亡率の向上」、第 3章「労働者階級の生活状況に原因する児童死亡

率」、第 4章「職業と母性」、第 5章「児童死亡率に影響を与える女性労働」、

第 6章「母性の法的保護」、そして最後の第 7章「母性保険の形態と種類」

である。つまり、コロンタイは『社会と母性』において海外の母性保護と女

性労働の管理の取り組みを紹介するだけでなく批判的に論じ、国家的母性保

護制を導入する必要性を説明する。特に第 2章と第 3章、第 5章では欧米の

多数の例とデータを挙げつつ出生率の低下と働いている母親の苦しい状況を

主張し、母性問題を提起する。母性保護の政策提案は第 6章と第 7章で示し

ている。

（2） 国家的母性保護に関する基本的な思想

コロンタイは、女性を解放させるために、母性保護の制度は不可欠な取り

組みとしていた。彼女の理解による母性保護の取り組みには 2つの目的があ

る。第 1に乳幼児と母親の健康を保護し、法的制度を作成することである。

第 2に、保育園などの施設のインフラを整備することによって職業と育児の

両立を可能にすることである［Коллонтай, 1921］。すなわち、コロンタイは法

的な取り組みだけでなく、実践的に女性の生活を変革できる母性保護のイン

フラの整備をも重要視している。以下にコロンタイの思想の要点である 4点

を述べる。その 4点とは、①母性保険、②育児の共同化、③労働規制と女性

監督制、そして最後に④給付手当と有給休暇である。

①母性保険の必要性

コロンタイは『社会と母性』の中でドイツ、フランス、イタリア、スイス、

オーストリア、ノルウェー、帝政ロシアなどの国における 20世紀の母性の
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国家的保険制度の過程を振り返っている。スイスは 1878年に労働者女性に

産前の 8週間の休暇を導入した。ドイツは 1883年に医療保険法に妊婦用の

援助の法則を付加した。コロンタイは、上記の国における取り組みが出産時

に限って女性を保護するものの、出産後の政策は非常に不十分であることを

批判している［1971, 164-165］。彼女の理論によれば妊婦と母親の保護は国家

によって行われなければならない。すなわち国家的母性保護の取り組みが必

要であり、国家的母性保護のために母性保険制度を導入しなければならない。

コロンタイは母性保険の定義を以下のように設定する。「社会政策の課題

である母性保険は、形態と給付の量によって異なり得る。母性保険として理

解できるのは、出産時、そしてやむをえずに仕事ができない期間の支援、子

どもを産む女性の労働を法的に禁止すること」である［Коллонтай, 1921,

246-247］。コロンタイの理解による母性保険は妊娠後の給付と規制を制度化

することである。またコロンタイによれば、ソビエトにおける国家的母性保

護は欧米と異なり、女性が妊娠した時から、そして子どもが母親による養育

を必要としなくなるまでの時期を通して行われる取り組みである［1921, 246］。

ここではコロンタイは母性保険が終了する時期、すなわち「育児」の期間を

明確に指摘していない。仮に 3歳の子どもと 8歳の子どもでは大きな差があ

るため、子どもの年齢を明確にしなければ大きな問題が発生しかねないであ

ろう。実際に人々は共産主義下の母性保護の取り組みの内容を理解しなかっ

た。産まれた子どもがすぐに国家に奪われると恐れていた。しかし、コロン

タイは乳幼児を母親から奪う意図は有していなかった［Коллонтай, 1974］。そ

してコロンタイは母性保険を論じる時、母性保護は国家によって分配される

給付手当だけでなく、地域で特定の施設を整備し医療サービスを提供するな

ど、様々な形態とレベルで行わなければならないとしている［1921, 247］。

②育児の共同化

共産主義の社会では育児は女性、あるいは家族の義務ではなく、社会全体

の義務・経済負担となる［1921, 260-264］。そのため、母性保護は「国家的」

なものにならなければならない。ここでいう国家は、男女からなる労働者の

社会を指している。育児の共同化という考えは以下の出産の概念に関連があ

る。

コロンタイは、出産をめぐる観点は 3つあるとしている［1971, 167-168］。
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つまり、第 1に出産を病気と同カテゴリーと見なす観点である。例えば、ド

イツでは出産は病気と同様の保険に分類されている。第 2に、母性を特定の

社会機能として理解する観点である。イタリアなどの国では、出産した女性

に国家がボーナスを給付していた。第 3に、育児は個々人が行うのではなく、

社会が育児の責任を担うという観点である。この観点こそ、労働者階級の利

害に最も適合しているとコロンタイは主張する［1971, 168］。コロンタイが考

える母性の国家的保護の理想とは、「将来の人間にとって貴重となる次世代

の子どもを育てる負担を、個々人の肩からすべての社会の負担にすること」

［1971, 163］である。育児の共同化の思想はベーベルに由来するであろう。ベ

ーベルは、『女性と社会主義』の 25章において子どもの教育について論じて

いる。社会主義の社会が母親を徹底的に保護しなければならないことと、子

どもの教育自体を大変な労働として考えている［Бебель, 1959, 268-269］。教育

とは、すべての社会の課題である。コロンタイの人生を検討した歴史の研究

者によればコロンタイはベーベルの思想を重要視していた［Шейнис, 1984］。

ベーベルが亡くなった時、コロンタイは彼について多数のページにおよぶ死

亡記事を執筆した［Коллонтай, 1971, 113-123］。

現在、コロンタイは自由恋愛の思想家として有名である。しかしながら、

当時のソビエトロシアにおいて自由恋愛には多くの
(10)

解釈があった。自由恋愛

とは母性保護にあまり関連がない概念であるものの、育児の共同化について

関係がある。すなわち、育児を共同化するために、前提として社会構成や社

会意識も変革しなければならない。一般的な人々の生活の変化を謳う「新生

活様式」はコロンタイの自由恋愛において一つの重要な
(11)

要素であった。「新

生活様式」は、育児はもちろん家事や介護など女性が抱えている労働を共産

主義の社会に委ねる。コロンタイは、「あなたの、または私の子どもだとい

うような区別をつけずに、子どもは共産主義で、労働者の、ロシアの、私た

ち皆のものということを覚えておかねばならぬ」と主張していた［1918］。

このように育児の共同化の思想はベーベルの思想に由来し、コロンタイの自

由恋愛論にも関わっている。

コロンタイは、母性保護が国家の重要な課題であることの理由として、女

性の労働問題と人口問題を取り上げる［1921］。女性の労働問題とは、女性

が労働と母性を両立できなければ、労働者の女性が労働に集中できなくなり、

その結果生産の効率が低下するということである。児童の死亡率が高いとい
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うことは、将来兵士となりうる男子の徴兵が困難になることを意味する。す

なわち、育児の共同化はコロンタイにとってソビエト国家のための重要な取

り組みであり、また女性の解放策であると同時に女性を経済的に自立させる

ための第一歩であることが明らかである。

③労働規制と女性監督制をめぐる取り組み

コロンタイは『社会と母性』の第 6章で以下のとおり提案している。

1） 16歳未満の女子による工場労働を不可とすること。

2） 16-20歳の女子の労働を法律で規制すること。

3） すべての職種における女性労働時間は 1日 8時間を上限すること。夜

間労働と残業は禁止されること。

4） 生産の技術・科学的過程を規定する法律、そして女性を除外するので

はなく、女性への害を減少させる作業方法を詳細に作成すること。

5） 労働活動を通じて害をもたらす作業があれば、その作業から女性を免

除すること。労働作業や機械・技術を近代化させることによって、女性

を安全な作業に就かせること。

6） 工場の衛生整備を扱う法律を作成することが女性労働者のためになる

こと。とりわけ、洗面台、水洗便所、更衣室などの整備が欠かせない

こと。

7） 月経期に 1-2日の休暇を取る権利を与えること。

8） 工場において女性監督制を導入し、すでにその制度がある工場では人

数を増加させること。

このように、上記の 1, 2, 3の提案は、就業年齢や労働時間を規制するもの

である。4から 7までは、労働・衛生条件を改善するための要求である。そ

の課題は 1847年にイギリスにおいて策定された工場法の改正と共通すると

ころがある。例えば、若年労働者と女性労働者の労働時間を 1日あたり最高

10時間に制限することである。労働時間を制限する点は共通している。

一方で、異なるところもある。18歳未満の労働時間を制限するだけでな

く、16歳未満の労働を禁止するコロンタイの提案は評価すべきであろう。

イギリスの工場法では若年労働者と女性労働者の労働時間を 1日あたり最高

10時間に制限したのと異なり、コロンタイは 18歳以上（成人となった）の

女性にも 8時間労働の制限を提案した。
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コロンタイが提案した 8つの課題は注目に値する。8時間の労働の規制が

守られているか、労働環境が十分に安全かどうか、それらの監視を女性に委

ねたのである。イギリスにおいて女性が工場監督官として初めて任命された

のは 1878年にまでさかのぼる［大森、41］。留学中に欧米の制度を研究した

コロンタイは、女性監督制をロシアで実施し、そして監督をする工場監督官

の配置を義務化するだけでなく、監督の業務を女性に委ねようとした。ボリ

シェビキにとっては労働者階級の問題解決がひいては女性問題解決にもつな

がると考えていた［Farnsworth, 1976, 293; Айвазова, 1998］。男女が労働者とし

て力を合わせて共産主義の下で平等な社会を構築することは当然と考えられ

た。それに対しコロンタイは、女性が労働者階級に包摂されても自動的に男

性と平等になるとは考えなかった。男性が正確に監視できるかどうか、コロ

ンタイは疑ったからである。革命前後、女性の経済的な自立に必要な賃上げ

を否定する男性が多数存在したからである。

④給付と有給休暇期間

コロンタイは給付と有給休暇期間に関して新たな項目を付している［Колл

онтай, 1921］。

第 1の項目(A)は、産後に 8週間の休暇を提供するが、乳幼児が死亡の場

合、6週間と減少すること。第 2の項目(B)は、産前に 8週間の休暇を提供

すること。その際に、解雇などのペナルティが発生しないこと。第 3の項目

(B)は、妊婦や産後の女性の健康に害をもたらす労働種類を特定すること。

第 4の項目(Г)は、スイスの取り組みに倣って妊婦と産後の女性の名簿を作

成すること。第 5の項目(Д)は、授乳ができるように、女性の労働時間を適

切に調整すること。

以上の追加の項目は、上記の 8つの政策提案と共通する部分がある。例え

ば、第 3の項目(B)は 4と 5の提案と絡み合っている。また、産前産後の 2

カ月（8週間）の休暇を制度化することは、母性保護の形成のために重要な

提案であっただろう。

母性保護をめぐる政策提案を行ったコロンタイは、1917年 10月革命後に

国家保護人民委員に就任する。国家人民委員会は 1946年まで継続していた

ソビエト行政の形態であり、人民委員の地位は現代の大臣と同様である。国

家保護人民委員会の他に、国家労働人民委員会、国家財務人民委員会などが
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あった［Пять лет власти Советов, 1922］。社会政策に関わる委員会は、コロン

タイが初の委員長となった国家保護人民委員会であった。しかしながら、コ

ロンタイが政府で活躍した期間は決して長くはなかった。1917年 10月 29

日に国家保護人民委員に就任し、1918年 3月 19日には退任している。本研

究でフォーカスする期間は、その活動の 4 カ月間のうち 1917 年 12 月と

1918年 1月の 2カ月に限る。その 2カ月の間にコロンタイの下で母性保護

制度を導入するための複数の取り組みが実施されている。

3 1917年 10月から1918年 1月までの国家保護人民委員としての活動

：母性保護の形成をめぐって

（1） 1917 年 11 月の政策提案の発表と変更

国家的母性保護制度の成立に際し、その基本的な思想を人々に周知させる

ことは政策の大切な一歩であった。そのため、革命直後のロシアには多数の

経済的問題があったものの、コロンタイは女性労働者のを動員し会議を開催

することを決めた。つまり、『社会と母性』で提案した母性をめぐる政策提

案を実際の女性労働者と話し合い、成立させるため、コロンタイは 1917年

11月 12-15日にペトログラードにおいて女性労働者の第 1回会議を開催し

た。そしてその会議に基づいて決議案が作成された。

上述した『社会と母性』の提案は、1917年 11月の決議案［Фонд 134, опис

ь 1, ед. хр. 128］に反映されている。その際に訂正された箇所も多々ある。例

えば、夜勤と残業の禁止に関する 3番目の政策提案に執事や商業の労働種類

が加わった。6番目と 7番目は順番が入れ替えられている。月経期に関する

7番目の提案にも変化があり、1-2日から 2-3日の休暇に延長された。最大

の修正点は 8番目の提案である女性監督制の導入に関わっている。今回は女

性だけでなく男性監督にも言及されるようになっている。

また、「産後に 8週間の休暇を提供すること」はそのまま残っているが、

コロンタイの手書きで「ペトログラードにおける女性労働者の第 1回会議が

それを要求している」と書き加えている［Фонд 134, опись 1, ед. хр. 128］。な

お、産前に有給休暇を提供する期間は 8週間から 4週間に短縮されたが、義

務として位置付けられた。（Г)の項目では「スイスに倣って」という表現が

削除され,「妊娠は女性労働者を解雇するための理由に決してならない」と
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付記された。従来の(Д)の要求は、より詳細なものになった。つまり「授乳

は、少なくとも 3時間ごとに行えるよう、女性の労働を適切に調整するこ

と」には、授乳の時間を整備する新たな条件が加わった［Фонд 134, опись 1, е

д. хр. 128］。

興味深いのは、すべての女性が自動的に母子保護の政策の対象者になるわ

けではないことである。年収 6,000ルー
(12)

ブル以上の者は、国家による母子保

護政策の対象から外れることが最後の箇所で指摘されている［Фонд 134, опи

сь 1, ед. хр. 128］。その指摘は、富裕層や貴族の女性を除外する意図の裏付け

になる。

そして、育児の金銭的な負担が誰のものになるかといえば、「母性保護に

関するすべての金銭的な負担は女性労働者が担うものではなく、社会団体

（国家、自治体）に担わせなければならない」と指摘されている［Фонд 134, о

пись 1, ед. хр. 128］。すなわち、コロンタイが 1916年の『社会と母性』におい

て提案した母性保護の社会的な負担は 11月の会議で承認されたと考えられ

る。

このように、授乳に必要な時間調整の具体化といった修正もあれば、女性

だけでなく男性監督制の導入や産前の有給休暇の期間短縮などの変更もある

ことが確認できた。そして、母性保護は労働者の女性のための措置であるこ

とが強調された。なお、会議は 10月革命直後に行われたため、参加者の女

性は共産主義の政策提案である育児の共同化などに反対しにくい状況だった。

11月革命は共産主義のイデオロギーがロシア国内外に一層広まる契機とな

った。

次節ではコロンタイの母性保護をめぐる 4点の実現度を確認したい。（2)

では労働規制と女性監督制の取り組みを検証する。（3)では、母性保険の大

きな要素である給付手当と有給休暇の制度について論じる。最後の（4)では、

育児を共同化するためのインフラの設備などを検証する。それぞれの取り組

みを 1917年 11月から 1918年 1月までとする。

（2） 女性の労働条件を変える取り組み

コロンタイは男女の社会的平等だけでなく経済的な平等こそが非常に重要

だと考えた。特に女性を労働者階級に属させ、女性労働を規制することを目

指していた。そして国家保護人民委員になったコロンタイは、新しい制度を
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作成する時、『社会と母性』の多くの母性保護の政策提案を実現しようとし

た。

コロンタイの伝記を執筆したムレチン［Млечин, 161］によれば、コロンタ

イは、11月から労働制度の変革に取り組んだ結果、1917年 11月に複数の布

告を発布した。例えば、「8時間就労」に関する布告の 15条では、18歳未満

の男女による地下労働、そして 18条では 18歳未満の男女による就労の残業

が禁じら
(13)

れた。さらに 14歳未満の者の労働も禁止となる。14歳以上 18歳

未満の者は、1日 6時間以上働かせられなくなった。そのため、『社会と母

性』にある 3番目の政策提案である「女性労働のすべての職種においては 1

日 8時間を上限とすること。夜間労働と残業は禁止されること」は部分的に

実現したと言えよう。

なお、同法の 34条によれば乳幼児を有する労働者は、産後 9カ月間は 1

日当たり 6時間以上の労働が禁止となった。そして、33条では雇い主は 3

時間ごとに授乳のために 30分の休憩を設定しなければならないとされた。

このように、『社会と母性』の第 5の項目(Д)である「授乳ができるように、

女性の労働を適切に調整することである」提案は、法的に実現した。

布告の実践的な効果として、1924年頃の統計データ［Сборник.., 1924］に

よれば、未成年の女性労働者数は 1917年以降減少した。例えば、石・土及

び粘土採取業では、1917年の 1902人から 1918年の 1416人まで減少する。

同様に食品製造業では 1673人から 1316人まで減少した。

コロンタイが提案した「生産の技術・科学的作業を規定する法律、そして

女性を除外するのではなく、女性への害を減少させる作業方法を詳細に作成

すること」や「労働活動を通じて害をもたらす作業があれば、その作業から

女性を免除すること。労働作業や機械・技術を近代化させることによって、

女性を安全な作業に就かせること」などの提案が実現したかどうかは、デー

タがないため本研究では確認できていない。同様に「月経期に 1-2日の休暇

を取る権利を与えること」という提案の実現に関してもデータならびに研究

資料が見当たらない。ただし、1918年 5月の「労働監視局の設立」が策定

され、労働法律が違反されないように監視する部局が設立された。残念なが

ら 1918年以降内戦が展開されるので、労働状況を十分に管理できる状態で

はなかった。

しかしながら、コロンタイの下で女性の労働条件を変える取り組みとして
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労働規制が試みられたのは事実である。8時間労働、3時間ごとの授乳など

の法的制度の導入は母性保護の形成に直接関係があると言える。

（3） 有給休暇と手当の導入

母性保護のためには、労働規制だけでなく、給付制度をも整える必要があ

った。1917 年 12 月 22 日の「病気保険制についての布告」の第 3 章 30 条

［Декреты.., 271］では給付手当は産前産後の各 8週間、つまり 16週間にわた

って提供することとされている。事情によってはその期間は延長できる。母

性手当は平均給与の 1.5倍となる。女性が労働活動を行わない場合、その地

域の平均給与が母性手当の基本となる。産前産後の各 8週間の休暇獲得の権

利は、1918年の労働法典の第 1部 3項で定まった。有給休暇の期間を延長

することは、労働者の女性にとって大きな意味を有していた。女性が経済的

にペナルティを受けることなく出産後に回復するための期間をより長くしな

ければならないことは、コロンタイの国家的母性保護の政策提案に基づいて

いる。

そして、22日の布告の第 6章 75条によれば、雇い主が産後 8週間以内の

女性に就労させた場合、100〜1,000ルーブルの罰金を支払うことになった。

ただし、1914年以降第 1次世界戦争で戦いを継続していたロシアでは 1917

年に 2つの革命が起こり、さらに 1918年に内戦が起きるため、実際にその

罰金が支払われたとは考えにくい。なお、それに関連するデータはない。

コロンタイは 1921年の『社会と母性』の中で、母性の保険制度の導入に

言及している。その内容は以下の表 1のとおりである。

このように整理することで明確になることは、革命前のロシアと革命後の

ソビエトにおける母性の保険制度の法的な違いである。まず第 1に 1917年

以降は母性のための現金給付の種類が多様化した。そして第 2に手当を受領

できる期間も延長した。

コロンタイがソビエト政府に入って権力を有していた期間は、有給休暇の

制度を導入する取り組みが行われた。その制度は今日のロシアにおいても受

け継がれ、休暇の期間は一層延長して
(14)

いる。

（4） 1918 年 1 月の母性保護用施設の整備の試み：成功と失敗

1918年 1月に母性に関連してコロンタイは以下の活動を行い、育児の共
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同化を実現するため、母性保護用施設の整備についての布告を策定する。

コロンタイは、1917年 12月から妊娠期、出産時、そして産後の女性が無

料で産科などのサービスを利用できることを重要視した。1918年 1月 22日

の布告［Фонд 134, опись 2, ед. хр. 126］では、ロシアにすでに存在する産科・

婦人科などの施設すべてが母子保護局の管轄下となる。第 1項目は、社会的

な機能である出産に関してできるようにするためにすべての（特に低賃金の）

女性労働者に援助を行うことである。第 2項目は、賄賂などが横行しないよ

うに国家が財政の管理を行うことである。第 3項目は、妊婦が助産経験のな

い医者の実験対象になってはいけないため、医学などを 1年しか習っていな

い助産師・産婆（повитуха）を出産に立ち会わせないことである。第 4項目

は、出産用の病床数をすべての病床の 3分の 2以上、婦人科用の病床数を 3

分の 1以上とすることである。第 5項目は、院長や副院長などの地位を廃止

し、「医者会」(Врачебный совет）に変名することである。第 6項目は、母性

に関わるすべての施設は、各都市・地域の名前を付加し「母性館」（Институ

т материнства）とすることである。第 7項目は、「貧民用のペトログラード
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表　革命前のロシアと革命後のソビエトロシアにおける母性の保険制度
保険
種類

革命前
/

革命後

金銭手当 医療
と産
科の
サー
ビス・
援助

保険負担の分
配（%）

有効期間 金額 授乳期の母親の
ための追加手当

保
険
者

企
業
者

国家

全部 出産
後

妊娠
期

─

革命前
のロシ
ア

6週
間ま
で

4週
間

2週
間ま
で

月給の 50─100% なし 無料，
薬品
提供

な
し
な
し

─

労 働
者 の
社 会
保 険
制度

ロ シ
ア，ソ
ビエト
労働共
和国

12─
16週
間

6─8
週間

6─8
週間

月給の 100%。最
低賃金の 15倍の
捕捉手当の提供。
妊娠期と授乳期
の女性に追加の
給食を提供する。

出産後の普通の
手当が終わった
日から，7か月─
7カ月 15日の期
間に出産後の普
通の手当の 4分
の 1の金額手当
が提供される。

無料 な
し
な
し
労働
人民
委員
会の
予算

（出所）『社会と母性』[1921]の「母性の国家保険制度」という表に基づいて筆者作成。



臨床助産・婦人科館」を「母性の宮殿下の助産館」（Родовспомогательный Ин

ститут Дворца Материнства）と変名することである［Фонд 134, опись 2, ед. хр.

126］。

1918年 1月 26日の布告［Фонд 134, опись 2, ед. хр. 15, лист 20］では、すべ

ての孤児院や未成年者向けの学校などの施設は、国家保護人民委員会が管轄

するようになった。その施設の維持費用は国家保護人民委員会の責任となる。

また、保育園の設備インフラの必要性や牛乳の提供、そして母性館（Дом

материнства）の設立を課題としている。その課題実現のために、1917年 12

月 28日の布告［Фонд 134, опись 2, ед. хр. 15, лист 13］を策定する。その布告に

よってコロンタイをはじめシュヴァーロフやスキビンスキなどのボリシェビ

キを含む諮問部会の創立と、「母子の保護局」の設立が決められた。

1月 31日には、複数の布告と指令［Фонд 134, опись 1, ед. хр. 126］が策定さ

れる。労働者、兵士と農家の議員からなる特定の委員会を設立した。委員会

の課題は、第 1に赤ん坊に母乳を与えられるよう取り組むこと、第 2に社会

主義の家族という連帯で育児に取り組むこと、第 3に子どもの身体力と精神

力を鍛えるための環境を整備することである。

またコロンタイは、ニコラーエフ大学とアレクサンドリヌスキー専門学校

で、全ロシア国家的母子保護のための中央機関となる「母子の宮殿」の設立

を決めた。しかし、実際は「母子の宮殿」は開設される前に放火の被害にあ

ったため、建物が全焼し取り組みは失敗に終わった。このことは、コロンタ

イの政策に反対する者がいたことを示唆する。一般の人々にとってコロンタ

イの急進的な母性保護の提案が必ずしも歓迎されたわけではなかったと言え

るだろう。

母性保護の取り組みが順調に進まなかった理由としては、まず内戦と第 1

次世界戦争のため資源が非常に不足していたことが挙げられよう。社会にお

いて離婚率の上昇や売春増加などが発生し、社会的問題が深刻化した。例え

ば、ドイツ研究者の N. Nooan[1991］は、コロンタイの 1917年の布告と社会

への影響を分析し、多くの男性が家族と離れるようになり、一方で女性が子

どもを捨てたこともあったと批判的に指摘している。W. Goldman[1993］は、

1922年までロシアには 700万人以上のストリートチルドレンがいたとして

いる。

しかし、コロンタイは国家保護人民委員として母性問題だけに取り組んで
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いたわけではない。例えば、第 1次世界大戦の負傷兵の保護も 1917年 11月

から行わざるをえなかった。さらに 1918年 2月にはプロパガンダ活動など

の課題がボリシェビキに与えられた。母性保護の政策提案を実現するには限

界があった。

5 結論

本研究では、初期ソビエト家族政策における母性保護の政策の形成とその

実施過程の検証を行った。そのために、まず『社会と母性』に焦点を当てコ

ロンタイの母性保護の政策提案の 4点を概観した。母性保険、育児の共同化、

労働規制と女性監督制、そして最後に給付手当と有給休暇である。『社会と

母性』における政策提案は 19世紀のイギリスの工場法との共通点もあれば、

異なる点もあることが明らかになった。コロンタイは、欧米の思想的影響を

受けたにもかかわらず、資本主義の社会においては女性を解放させる母性保

護の制度は導入できないと主張していた。それゆえに彼女は共産主義の枠組

みでより先進的な取り組みの実施を目指していた。労働を 8時間に限定し、

女性労働の監督を女性に委ねようとした。

つぎに、国家保護人民委員であったコロンタイの下での政策の実施プロセ

スを検証した。その結果、第 1に『社会と母性』に記されている政策提案に

1917年 11月 12-15日にペトログラードにおける女性労働者の第 1回会議を

経て変更が加えられたことが明らかになった。

第 2にコロンタイが『社会と母性』の中で提案している政策の多くは、10

月革命後の女性の労働規制の法的制度や給付手当の分配制度の導入につなが

ったことが判明した。1917-1918年に彼女の下で女性の労働が 8時間に規制

されたこと、そして給付手当の種類の多様化と給付を受け取る期間の延長な

どの法的制度が導入されたことは、初期ソビエト家族政策において二重負担

問題の解決のための大きな取り組みであったと言えるだろう。

第 3にコロンタイの下で行われた 1917-1918年の取り組みは女性労働と育

児との両立を目指していたと言える。コロンタイはベーベルなどの思想を受

け育児をできるかぎり共同化する必要があると考えていた。そのために法的

制度を導入し母性保護用施設の整備を試みた。しかしながら、戦争の負傷兵

保護などの課題、プロパガンダ活動に取り組む必要性、資源不足などの問題、
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「母子の宮殿」としての元ニコラーエフ大学の全焼、そして変化についてい

けないロシアの一般人とボリシェビキの考え方などが、コロンタイの母性の

政策提案を妨げた。コロンタイの母性保護をめぐる 1916年の政策提案は革

命直後には修正されることになり、実践に取り組む場合多くの困難があった

と言える。

筆者はコロンタイが女性解放と男女平等な社会を目指し、育児をはじめ無

償労働である家事の問題を解決しようとしていたことは評価すべきだと考え

ている。コロンタイが世界史で初めての女性大臣（国家保護人民委員）とな

ったことは、革命後のロシアの女性解放と母性保護の取り組みの先進性を浮

き彫りにしているであろう。

母性をめぐるコロンタイの政策提案と他のボリシェビキのビジョンとの共

通点と差異、またスターリン以降のソビエト家族政策の形成過程への具体的

な影響と 1930年代以降の政策の保守的な特徴を確認すること、そして今日

のロシアの家族政策との関連を検討し、より詳細な比較を試みることは、今

後の研究課題とする。

注

（1） 19世紀末のロシアでは労働者の 45.6%は 23歳未満の者であった。少年

の労働者の 3分の 2は 15歳未満であった［Карауш, 2005］。

（2） 20世紀初頭以降、ロシア、日本、欧米において全世界の動向として母

性が問題視されるようになった。例えば日本では 1910年代は婦人参政権

獲得運動と婦人労働運動、そして母性保護論争が登場する［今井、2005］。

平塚らいてうをはじめ与謝野晶子、山川菊栄や山田わかの活動を挙げよ

う。欧米では、スェーデンの社会思想家と運動家のエレン・ケイの活動

が際立っていた［岡部、1996］。

（3） コロンタイは 1872年に有力な貴族の家庭に生まれ、1890年代にはマル

クス主義と女性問題に没頭している。コロンタイは共産主義の思想が女

性解放のために最も適切であると考えていた。1905年以降彼女は、女性

解放の理論家でありプロパガンダの活動を通じてレーニンらと共に革命

的な戦いに参画する。実はコロンタイは革命以前から女性解放論で有名

な活動家であり、影響力を持っていた。コロンタイの人生について書い

ているムレチン［Млечин, 2013, 81］によると、1917年 9月の共産党の代

表者リストでは、レーニンが 1位であり、コロンタイは 5位であった。
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なお、ここではスターリンは 7位だった。

コロンタイの思想はロシアだけでなく、他の国にも知られるようにな

った。例えば、日本である。杉山の研究［2001］によればコロンタイの

女性解放論は、山川菊栄など多くのインテリに影響を与え、女性解放の

方法と恋愛の形態をめぐる論争の誕生に導いた。秋田雨雀のようにコロ

ンタイの思想を評価する人もいれば、山川菊栄のように批判する人もい

た。なお、今日の日本においてもコロンタイの自由恋愛や母性をめぐる

思想が俎上に載せられている［北井、2013］。

（4） コロンタイが母性問題を考える契機となったのは、1896年 3月にクレ

ンゴルムスカヤ織物工場を訪れたことである。幼い息子の母親であるコ

ロンタイは、工場の労働者の小屋を訪問した時、子どもたちの中に死亡

した子どもがいることに気付いた。労働者や乳母らがその状況で平然と

していたことに彼女は非常に衝撃を受けた［Коллонтай, 1974］。

（5） 保育の取り組みの展開を検討している村知稔三の研究が挙げられる。村

知稔三［2007］は保育政策の革命前の展開を詳細に検証し、1917年後の

取り組みと社会的状況を説明し論じている。一方で布告や憲法などを踏

まえ労働政策を概観しているものの、家族政策にみる母性の国家的保護

と女性労働は分析の対象にならない。村知稔三は家族消滅論を論じる時

だけ、コロンタイの新生活様式の構築をめぐる思想に言及する。杉山秀

子［2001］はコロンタイの自由恋愛、母性の思想を提示し、日本への影

響について丁寧に論じている。杉山の研究に国家保護人民委員としての

コロンタイの活動の説明がある。

（6） 政策の成立経緯を探る研究がよく行われている。一例としては玉井金五

や杉田菜穂の研究がある。玉井金五, 2012,『共助の稜線―近現代日本社

会政策論研究』法律文化社；杉田菜穂, 2010,『人口・家族・生命と社会

政策：日本の経験』法律文化社。

（7） 主としてロシア国立社会政治史文書館（ロシア語ではРоссийский госуд

арственный архив социально- политической истории）にある一次資料の

原稿を取り扱う。ロシア国立社会政治史文書館の歴史は 1920年に開設し

た共産党下中央記録保管所にさかのぼり、17世紀以降の記録が保管され

ている。この論文では、Фонд 134（保管室 134号）にある複数の資料を

取り上げる。その資料とは、コロンタイが執筆したものとボリシェビキ

が公表した法律である。

（8） 例えば、Коллонтай А. Новая мораль и рабочий класс. 1919年の冊子の

19頁で記されている。
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（9） 例えば、オーシポヴィチ［Осипович, 1993, 176-177］は高く評価する一

方で、ユーキナ［Юкина, 2014, 86］はプロパガンダのものとしている。

日本の杉山秀子の研究ではコロンタイの母性の思想が紹介されている

［杉山, 2001, 51-86］。

（10） 共産主義のイデオロギーにおける「自由恋愛」は森下敏夫により 4つ

のタイプに分類され興味深い。すなわち、森下によると第一に「宗教上

の制限・親の圧力等の封建的拘束や、経済的打算といったブルジョア的

制約から自由な恋愛という意味」の論点があった。第二の論点は、「離婚

と別居の自由を認めることによって婚姻制度と両立しうる」である。「結

婚制度と両立しない性格のもので、結婚制度に拘束されない自由な恋愛

の展開を意味した」恋愛は「本来の意味の自由恋愛」の第三の論点であ

る。最後の論点はいわゆる「一杯の水理論」である。一杯の水理論とは

男女の性的な関係が人間の基本的なニーズで、一杯の水を飲むように性

欲を満たすことは容易いという考え方である。

（11） より詳しくはミルチャ（2016年）を参照。

（12） 1917年の労働者の平均の月給は、20-30ルーブルであった。したがっ

て、平均年収はおよそ 250-350ルーブルであった。

（13） 1917年 11月 12日の『ロシア臨時労働者と農的政府』の新聞（Газета

«Временного Рабочего и Крестьянского Правительства» от 12 ноября

1917）によるデータである。

（14） 現在は産前 10週間と産後 10週間という有給休暇制度がある。ロシア

連邦労働法典の「妊娠と出産の休暇」という 255条によるものである。

「労働不可能と母性に際し義務保険制について」2006年 12月 29日に策

定した「255-Ф3令」である。
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